
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則第30条の規定に基づく
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職状況の公表，

令和2年12月

最高裁判所は,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則第30条の規定に基づき以下の事項を公表する。

｡

.【裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第3項の規定に基づく通知】

(注1)｢約束前の求職開始日｣とは,以下に掲げる日のいずれか早い日をいい.該当する日がなかった場合(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則(平成30年最高裁判所規則第2号｡以下｢改正規則｣という｡)の施行日(平成30年1月25
日)前に約束前の求職開始日があった場合を含む｡)には, 「約束前の求職開始日｣欄に｢-｣と記載し， 「約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容｣欄に,再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職務内容を記載している。
①再就職先に対し,再就職を目的として,最初に自己に関する情報を提供した日
②再就職先に対し,再就職を目的として,最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
③再就職先に対し,最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日

(注2)｢再就職日｣には, 「再就職予定日｣が含まれる。

番
号 氏名

離職時

の年齢
離職時の官職

約束前の求職開
始日

(注1）

再就職の約束を
した日

約束前の求職開始日以後の
職員としての在職状況及び職務内容(注1）

所属･官職

在職期間

自 至

職務内容

離職日
再就職日

(注2）
再就職先の名称

再就職先の業務内
容

再就職先における
地位

裁判所職員臨時措
置法において準用

する国家公務員法
第106条の3第2項
第4号の規定に基
づく承認の有無

裁判所職員臨時措
置法において準用
する国家公務員法
第106条の2第2
項第3号に規定す
る組織による離職
後の就職の援助の
有無

1 可知 宏 60
名古屋家庭裁判所
少年首席書記官

ー R1.6.4

名古屋家庭裁判
所少年首席書記
官

R1.6.4 R2.3.31 裁判事務 ．R2.3.31 R2.5.1

公益財団法人交通
事故紛争処理セン
ﾀー

自動車事故に伴う
損害賠償の紛争に
関する法律相談等

名古屋支部事務局
長

無 無

2 加藤智之 60
広島家庭裁判所
家事首席書記官

R2.2.21 R2.3.21
広島家庭裁判所
家事首席書記官

R2.2.21 R2.3.31 裁判事務 R2.3.31 R2.4.1

公益財団法人倉敷
市スポーツ振興協
今
云

スポーツ施設運
営・管理業務

臨時職員 無

●

無



裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則第30条の規定に基づく
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職状況の公表

令和2年12月

最高裁判所は,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則第30条の規定に基づき以下の事項を公表する。

や

【裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定に基づく届出】

番
号

氏名
離職時
の年齢

離職時の官職
離職前の求職開
始日

(注）

離職前の求職開始日から離職日までの間の
,職員としての在職状況及び職務内容(注）

所属･官職

在職期間

自 至

職務内容

離職日 再就職日 再就職先の名称
再就職先の業務内
容

再就職先における
地位

裁判所職員臨時措
置法において準用
する国家公務員法

第106条の3第2項
第4号の規定に基

づく承認の有無

裁判所職員臨時措

置法において準用
する国家公務員法
第106条の2第2
項第3号に規定す
る組織による離職

後の就職の援助の
有無

1 秋吉國広 60

▲

熊本地方裁判所
民事首席書記官

一 一 ー ー ■■■ H30.3.31 H31.4.1 熊本地方裁判所 国家公務 民事調停委員 無 無

2 秋吉國広 60
熊本地方裁判所
民事首席書記官

1■■■ ー ー 一 ー H30.3.31 H31.4.1 熊本家庭裁判所 国家公務 家事調停委員 無 無

3 池田 敬 58
仙台高等裁判所
事務局次長

H31.4.23
仙台高等裁判所
事務局次長

H31.4.23 R1.7.30 司法行政事務 R1.7.30 R1.8.1 仙台簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

4 今田勝己 56
岡山地方裁判所
民事首席書記官

H30.11.16

①広島地方裁判
所民事次席書記
官

②岡山地方裁判
所民事首席書記
官

①H30.11.16
②H31.4.1

①H31.3.31
②R1.7.30
、裁判事務 R1.7.30 R1.8.1 広島簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

5 岩渕美枝子 60
さいたま家庭裁判所
家事首席書記官

一 ー ー 1■■■ ー H30.3.31 H31.4.1
さいたま家庭裁判
所飯能出張所

国家公務 家事調停委員 無
●

無

6 上田英人 60
松山家庭裁判所
首席書記官

ー ー 一 ー ー H30.3.31 R1.10.1 松山地方裁判所 国家公務 民事調停委員 無 無

7 植村直樹 59
最高裁判所
大法廷首席書記官

R1.5.7
最高裁判所大法
廷首席書記官

R1.5.7 R1.7.30 裁判事務 R1.7.30 R1.8.1 東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

8 大山 廣 60
仙台家庭裁判所

事務局長
H30.12.3

仙台家庭裁判所
事務局長

H30.12.3 H31.3.31 司法行政事務 H31.3.31 R1.8.1 仙台簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

9 奥 靖史 58
岡山地方裁判所
事務局長

4■■■ ー ー 一 ー H31.3.31 R1.10.1 岡山家庭裁判所 国家公務 家事調停委員 無 無

10 奥谷智子 60
広島家庭裁判所
家事首席書記官

ー ー ー － ー H30.3.31 H31.4.1 広島家庭裁判所 国家公務 家事調停委員 無 無



11 小倉隆二 60
長崎家庭裁判所
首席書記官

ー 一 ー ー ー H31.3.31 R1.10.1
福岡家庭裁判所小
倉支部

国家公務 家事調停委員 無 無

12 小野 昭 58
さいたま地方裁判所
事務局長

H30.11.22

①静岡地方裁判
所事務局長
②さいたま地方
裁判所事務局長

①H30.11.を2
②H31.4.1

①H31.3.31
②R1.7.30

側
務
司法行政事

R1.7.30 R1.8.1 東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

13 小畑喜彰 60
福井家庭裁判所

首席家庭裁判所調査官
ー q■■■ ー ー － H31.3.31 R1.9.2 神戸家庭裁判所 国家公務 家庭裁判所調査官 無 無

14 小畑喜彰 60
福井家庭裁判所
首席家庭裁判所調査官

ー 一 － ー ー H31.3.31 R1.12.13 神戸家庭裁判所 国家公務 家庭裁判所調査官 無 無

15 角間猛彦 60
京都地方裁判所
民事首席書記官

ー ー ー ー ー H31.3.31 R1.10.1 大阪家庭裁判所 国家公務 家事調停委員 無 無

16 金井孝夫 60
裁判所職員総合研修所
事務局長

R1.5.7
裁判所職員総合

研修所事務局長
R1.5.7 R1.7.30 司法行政事務 R1.7.30 R1.8.1 東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

17 上村 修 60
横浜家庭裁判所
少年首席書記官

ー ー ー ー ■■■ H31.3.31 R1.11.11
千葉県流山区画塾

理事務所
区画整理に係る業
務

日々雇用職員 無 無

18 川西秀和 60
岡山地方裁判所
刑事首席書記官

ー 1■■■ 1■■■ 4■■■ ー H30.3.31 H31.4.1 倉敷簡易裁判所 国家公務 裁判所書記官 無 無

19 川端素子 60
最高裁判所
図書館副館長

ー 1■■■ 1■■■ ■■■■ ー H31.3.31 R1.5.1
一般財団法人司法
協会

司法に関する知識
の普及･啓発等

出版事業部長 無 無

20 紀太哲夫 60
千葉家庭裁判所
首席家庭裁判所調査官

H31.2.14

千葉家庭裁判所
首席家庭裁判所
調査官

H31.2.14 H31.3.31 裁判事務 H31.3.31 R1.10.1 大阪家庭裁判所 国家公務 家事調停委員 無 無

21 黒坂一郎 59
仙台地方裁判所
刑事首席書記官

H30.12.5
仙台地方

刑事首席
H30.12.5 R1.7.30 裁判事務 R1J､30 R1.8.1 仙台簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無．

22 劒持 誠 59
最高裁判所
第一小法廷首席書記官

H31.4.18

最高裁判所第一
小法廷首席書記
官

H31.4.18 R1.7.30 裁判事務 R1.7.30 R1.8.1 東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

23 佐藤干裕 60
東京家庭裁判所
首席家庭裁判所調査官

H31.3.18

東京家庭裁判所
首席家庭裁判所
調査官

H31.3.18 H31.3.31 裁判事務 H31.3.31 H31.4.15

公益社団淺人北海

道家庭生活総合力
ウンセリングセン
ター

犯罪被害者の相談
業務

参与 無 無

24 佐藤千裕 60
東京家庭裁判所
首席家庭裁判所調査官

ー ー 4■■■ ー ■■■ H31.3.31 R1.10.1 札幌家庭裁判所 国家公務 家事調停委員 無 ． 無

25 杉浦宏明 59
福岡地方裁判所
刑事首席書記官

H30.11.9
福岡地方裁判所
刑事首席書記官

H30.11.9 R1.7.30 裁判事務 R1.7.30 R1.8.1 福岡簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

26 鈴木浩二 59
札幌高等裁判所
事務局次長

H31.4.18
札幌高等裁判所
事務局次長

H31.4.18 R1.7.30 司法行政事務 R1.7.30 R1.8.1 札幌簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無



ノ

27 鈴木隆光 60
東京地方裁判所
民事次席書記官

ー ー

●
一

ー － H30.3.31 R1.8.1 相模原簡易裁判所 国家公務 裁判所書記官 無、 無

28 清山智生 59
広島高等裁判所
刑事首席書記官

ー ー 一 q■■■ ー H30.7.31 R1.8.1 広島簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

29 津森恭行 58
広島家庭裁判所
少年首席書記官

H30.12.7

①松江家庭裁判
所首席書記官

②広島家庭裁判
所少年首席書記
官

①H30.12.7
②H31.4.1

①H31.3.31
②R1.7.30

裁判事務 R1.7.30 R1.8.1 広島簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

30 中田康夫 60
東京高等裁判所

刑事首席書記官
H30.11.27

東京高等裁判所
刑事首席書記官

H30.11.27 H31.3.31 裁判事務 H31.3.31 ． R1.8‐1 東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

31 西崎敬子 60
徳島家庭裁判所
首席家庭裁判所調査官

■Ⅱ■■ ー 1■■■ ー 一 H31.331 R1.10.1
徳島家庭裁判所阿
南支部

（ 国家公務 家事調停委員 無 無

32 根本順一 59
東京地方裁判所
民事次席書記官

H30.12.3
東京地方裁判所
民事次席書記官

H30.12.3 R1.7.30
e

裁判事務 R1.7.30 R1.8.1 東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

33 東山裕実 59
大阪簡易裁判所
首席書記官

H30.11.15
大阪簡易裁判所
首席書記官

H30.11.15 R1.7.30 裁判事務 R1.7.30 R1.8.1 大阪簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

34 廣瀬一秀 60
東京家庭裁判所
事務局長

ー ー 1■■■ ー

一
。

H30.3.31 R1.8.1 東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

35 福永浩之 60
東京家庭裁判所
家事首席書記官

H30.11.28
東京家庭裁判所
家事首席書記官

H30.11.28 H31.3.31 裁判事務 H31.3.31 R1.8.1 東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

36 福原 茂 60
函館地方裁判所
民事首席書記官

H31.2.21
函館地方裁判所
民事首席書記官

H31.2.21 H31.3.31 裁判事務 H31.3.31 R1.10.1
旭川家庭裁判所富
良野出張所

国家公務 家事調停委員 無 無

37 藤木義裕 60
最高裁判所
第二小法廷首席書記官

R1.5.7

最高裁判所
第二小法廷首席
書記官

R1.5.7 R1.7.30 裁判事務 R1.7.30 R1.8.1 大阪簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

38 藤田可奈 56
大阪家庭裁判所

家事次席書記官
ー 一 1■■■ ー ー H31.3.31 R2.3.16 阪神公証センター 公証業務

『
面
し

一
宮
ロ

圭
酉 無 無

39 藤原靖史 59
名古屋家庭裁判所
事務局長

H30.11.13
名古屋家庭裁判
所事務局長

H30.11.13 R1.7.30 司法行政事務 R1.7.30 R1.8.1 名古屋簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

40 冬木 諭 59
さいたま家庭裁判所
家事次席書記官

ー ■■■、 ー ー ー H31.3.31 R1.10.21 前橋地方裁判所 国家公務 裁判所書記官 無 無

41 細木明久 60
山口地方裁判所

事務局長
H31.3.1
山口地方裁判所
事務局長

H31.3.1 H31.3.31 司法行政事務 H31.3.31 H31.4.1
島根県中央児童相
談所

相談業務支援 非常勤嘱託職員 無 無

42 丸橋俊幸 60
神戸地方裁判所
刑事首席書記官

H30.11.9
神戸地方裁判所
刑事首席書記官

H30.11.9 H31.3.31 裁判事務 H31.3.31 R1.8.1 大阪簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無



一

(注)｢離職前の求職開始日｣とは,以下に掲げる日のいずれか早い日をいい,該当する日がなかった場合(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則(平成30年最高裁判所規則第2号｡以下｢改正規則｣という｡)の施行日(平成30年1月25日）
前に離職前の求職開始日があった場合を含む｡）には, 「離職前の求職開始日｣欄及び｢離職前の求職開始日から離職までの間の職員としての在職状況及び職務内容｣欄に｢-｣と記載している。
①再就職先に対し､再就職を目的として.最初に自己に関する情報を提供した日
②再就職先に対し,再就職を目的として,最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
③再就職先に対し,最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日

43

○ 一

三神晴彦 60
千葉地方裁判所

刑事首席書記官
H30.11.30

千葉地方裁判所
刑事首席書記官

H30.11.30 R1.7.30 裁判事務 R1.7.30 R1.8.1 東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

44 宮下 修 52
鹿児島地方裁判所
刑事次席書記官

ー ー ー ー ー R2.1.23 R2.3.16
日本司法支援セン
ター北九州支部

司法制度に関する
総合的な支援

非常勤職員 無 無

45 宮下－次 59
東京高等裁判所
民事首席書記官

H30.11.28
東京高等裁判所
民事首席書記官

H30.11.28 R1.7.30 裁判事務 R1.7.30 R1.8.1 東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

46 宮島将弘 60
山形家庭裁判所

首席家庭裁判所調査官
q■■■ ー ｰ 一

・
－ H31.3.31 R1.5.20 仙台家庭裁判所 国家公務 家庭裁判所調査官 無 無

47 宮島将弘 60
山形家庭裁判所

首席家庭裁判所調査官
ー ー ■■■ ー ー H31.3.31 R2.3.16

山形家庭裁判所鶴
岡支部

国家公務 家庭裁判所調査官 無 無

48 明珍美樹生 60
山形家庭裁判所
次席家庭裁判所調査官

ー ー ー ー ー H31.3.31 R1.8.1
福島家庭裁判所郡
山支部

国家公務 家庭裁判所調査官 無 無

49 村上啓司 58
旭川地方裁判所
事務局長

H30.11.15
旭川地方裁判所
事務局長

H30.11.15 R1.7.30 司法行政事務 R1.7.30 R1.8.1 札幌簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

50 山田 正人 59
大阪高等裁判所
事務局次長

H31.4.22
大阪高等裁判所
事務局次長

H31.4.22 R1.7.30 司法行政事務 R1.7.30 R1.8.1 大阪簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

51 横田和夫 60
福岡家庭裁判所
次席家庭裁判所調査官

ー ー － 一 ー H30.3.31 R1.5.7 岡山家庭裁判所 国家公務 家庭裁判所調査官 無 無

52 吉富 聡 53
山口地方裁判所

事務局次長
ー ー － ー ー H30.7.31 R1.5.22 福岡簡易裁判所 国家公務 裁判所書記官 無 無



0

(別紙7）
(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■隼B■。
最高裁判所 御中

住 所

氏’ 名

電話番号

」

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます｡

1 （ふ り が な）

氏 名

2生 年 月 日 日

御捗姉紳jf抑1阜沢解,謬説墨3離職時の官職

平成 年 月 日

（団離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
■ ＝寺西一 ﾛｰ ｰ ｰ 一一 一口一一一■1■一 ■一画一一二

所属・官職 在職期間 職務内容

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成
J

至平成

自平成
J

至平成

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

11

／月母3日 ，
一一一画凸 ローーー - ■ごローェ ー " . ,守司 雪 ニローーーヨ 』－

(ナ 月 ノム日 ，

6離 職 年
年
ユ
ユ

日
日

系

矛

〈
祠
〈
わ

日

7再 就 職 日

日獅I’微援侈〃＝ﾙ"』ﾄﾄ|岬再就職先の名称：
8再就職先の名称及び連絡先

再就職

L P 。
、



’一

’無誠心禅辨淵助

辨彰靭澗陶

9再就職先の業務内容

f q

10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
．援助の有無

二有 四無

三有 回無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

| 卜記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容」

■ 1

呂糺 I覗肯

'4．』 幻惑嘩唖』叡独p－bT

J叩 ざrq 壷

識擬 嘩幕8 ‘よ

(記載上の注意）

1 口のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。

2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
I

は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

、



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■日
最高裁判所 御中

「

住 所

氏 名

電話番号

宮島将弘

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

みやじままさひろ

宮島将弘
ノ

2生 年
日

月

3離‘職時の官職 山形家庭裁判所首席家庭裁判所調査官

平成 年 月 日

（図離職前の求職開始日がなかった場合)／
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

’
I

所属・官職 | 在職期間 職務内容

1

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成
至平成

年
年
月
月

日
日

自平成
1

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

自平成

至平成

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

平成31年3月31日〆職6離 日
1 F

令和2年3月16日〆7再 就 職 日
I

再就職先の名称：山形家庭裁判所鶴岡支部′
8再就職先の名称及び連絡先

I

再就職先の連絡先



I

|裁判所法第61条の2第2項に定める調査事務等
一中 1－ー弓 旬 1 ヱーーームーー『ﾏ ｰ.

家庭裁判所調査官

9再就職先の業務内容

10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 国無 ﾉ

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 田無 〆

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

グ

■上記援助がなかづた場合）

１
１ ’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

巫甚恥詑

濯蝿 §鰯

謡、 E露 、5J ．”

一

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容に｣ついて
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

〆



〆一

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

（裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

J| |蠕巳■，
最高裁判所 御中

卜

住 所

氏 名』

電話番号 ｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏

2生 ｜年■月I■日
年
日

月

珠皐次序署 信3離職時の官職 う
ｒ
Ｌ

ａ
ニ
ワ
ｖ

平成 年 月 日

（団離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

グ

I

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

■ L ･ 〆

6離 職 平成3／ 年 j月 、タ／日
面
■
一

平励⑥聖年 3 月 /ら日7再 就 職 日

再就職先の名称： 販神仮託セ､/7－
8再就職先の名称及び連絡先

再就職生,zﾕﾕ宙絡先： ’

し



9再就職先の業務内容 歓託恨端

再就職先におりる地位’ 麗
求 職 の 承 認 の 有 無

鼠託10再就職先における地位

一
皿

０１

人担当苓記
回無口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

回無口有

■

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■上記援助がなかった場合）

口 ’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

艇 ェ塾 封沼邦

謎蕊。_雪報弱 爺 瀞

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は）離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

E



●(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就 出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

L

秋田正之

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1

’
1 ， （ふ り が な）

氏 名

まさゆき）
正之

(あきた

秋田
’I

昭和35年 3月 9日2生 年 月 日

3離職時の官職 神戸家庭裁判所事務局長

令和 元年 11月 14日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

｜ 職務内所属・官職 在職期間 職務内所属・官職 在職期間

5

容

自令和元年11月14日

至令和2年3月31日

神戸家庭裁判所

事務局長 事務局統括事務

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至．平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

6離 令和 2年 8月 31日職 日
■

7再 就 職 日 令和 2年 9月 1日

再就職先の名称：大阪簡易裁判所

8再就職先の名称及び連絡先 ｜

’再就職先の連絡先；



７

I

9再就職先の業務内容 簡易裁判所裁判事務
1

1

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 田無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 圃無

､

づ

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助凶

⑪記援助がなかった場合）
『

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

聖

ｰ － 1 ~
君‘ 恥百J

…

I 恋購謹蕊翻儀顛羅 鰯

(記載上の注意）

1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

､

f

、



イ

I

h

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最高裁判所 御中

所
名
号番話

住
氏
電 ’ I

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名
誤謎；蝿縄

1 1 1

日＝日＝
年
日2生 月

信癖錘腱締り吋調銃3離職時の官職

/g#p 2年 3 月 ダ日 、
’ ．

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

】

5離職前の衆職開紬糺離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間所属・官職 職務内容
I

久鐸辱産家¥11"
鮪,呼皮銀閣11端鬮統

自率戒3，年￥月ノ 日

至島索z年3月3/日
調菰才織

1

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

畠糸2年 3 月 3／ 日6離 職 日

冬糸2年 チ月 ／ 日7再 就 職 日

再就職先の名称： 肯鋤ﾙｵｷ禿IX苑和談許
8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先

1
。

｢

零＃

，1



｜ 一鐵俳謀碑I脆怜識蛎ga#）＝9再就職先の業務内容

10再就職先における地位

凹無11求 職 の 認 の承 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

雌口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

|~偽援助がなかった場合）
J
’ ’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

鰯 ‘襲畷凝吟察 織 課
砲､錘〃

騨迩騒灘蝋嬢
騨

謬寸 葺華 ；r』 唖

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

1



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号 Ⅱ
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な） ’

氏 名

年 月2生
日

3離職時の官職

｜年■■■日
看毎IMX¥ﾘｬ↑肯鱸や

軸

年 月 日

(螂職前の求職開始日がなかった場合）

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
I'

職務内容在職期間所属・官職

蕊
30年チ月／ 日

2年3月3ノ日
調参穿蕊自

至撫鐵蝋胤錦
｜
自
至

年
年
月
月

日
日

年
年
月
月

自
至

日
日

年
年
月
月

自
至

日
日

6離 ろ 月 』／ 日

8′ 月 ／ 日

/2かz年

倉か2年
再就職先の名称：

職 日

7再 就 職 日

減f締冷'賊械州
8再就職先の名称及び連絡先

f庫
無々十■

6琴 1 ． 「

L ゴ ． ， ヨ



I9再就職先の業務内容 ’堤壷總私司

山
Ｉ
’10再就職先における地位

喉11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有‘

[無口有

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

匡記援助がなかった場合）
（ふ り が な） ’

援助の内容
援助者の氏名又は名称

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称 ’ 援助の内容援助の内容

13

錘！

鍔購鰯溌 蝋 鍾‘砥惑｛
？忠

砥趣醗 罰翻

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

年■■。
最高‘裁判所 御中

所
名
号番話

住
氏
電

ノ

副 ■
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ，

■
1 (ふ り が な）

氏 名

ロ

■日
年
日

2生 月

)鯛募典謝燗調査官3離職時の‘ 官職

平成 年 月 日

職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

鯛

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

「

職務内容在職期間所属・官職
． I 、 1 1

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

’

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日（

自平成

至一平成

零
年
年
月
月

日
日

1

日
'
1年3 月 s/ 日職6雛

I

、

ユ年ぷ 月 ／6 日7再 就 職 日

再就職先の名称: ；搬息獺高 鉈t泉陶&謡E》 ー
8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の津絡先： ’
ロ ＝ ＝ ロ

ﾛ -4コ

「
I

'

聯驚基、 1 ℃
『

ﾛ



ノ

9再就職先の業務内容 =18轆護Ifffi斗諦
、

令訂年頂徹凧祷員10再就職先における地位

切燕口有11求 職 の 承 認 の 有 無
： 一一

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1'0
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

陣撫口有

9

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1－06条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■記援助が鞍かつた場合）
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

劉 蝉 恕障鼠瞬鰯 嗣

識 唖． ‘綴職
￥

(記載上の注意）
.1口のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



●(別紙様式第10）

口

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■年酢■日
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号’ ｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，次
のとおり届け出ます。

1 （ふ ‘ り が な）

氏 名

(いけだとしひこ）
･

池田俊彦

2生 年 月 日 昭和36年1月1日
､

！

3離職時の官職 裁判所事務官(事務局次長）
I

令和2年6月24日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

「

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

「－~雨官職…1－溺琉一 職務，在職期間 職務内所属・官職 容

自令和2年6月24日、

至令和2年8月30日一
名古屋高等裁判所

事務局次長
事務局事務の掌理の補助

自
至

年
年
月
月

日
日

I

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

6離 職 令和2年8月30日
一
■
■
一

令和2年9月1日7再 就 職 日

I

再就職先の名称： 名古屋簡易裁判所

8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先：
、

J 「

I

L 雛鐡農

… 可



裁判事務等9再就職先の業務内容

簡裁判事10再就職先における地位
＄

廷

無 口有11求 職 の 承 認 の 有 ■無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106
条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の援助
の有無

口有 ■無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定す
る組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

!

■上記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

鷲 継噌 ，嫁｡ §藤錦 懲

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

３



0

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■咽月酢
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

1池之上茂

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

’
1 （ふ り が な）

氏． 名

しげき

茂樹

いけのうえ

池之上

2生 年
日

月

■年ﾛ月■日
3離職時の官職 次席家庭裁判所調査官

1

4離職前の求職開始日

年 月 日

(回離職前の求職開始日がなかった場合）

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容5

’所属・官職 在職期間 職務内容

自
至
一

年
年
月
月

日
日

「

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

6離 職 令和2年3月31日日

7再 就 職 日 令和2年7月1日



－一一二

再就職先の名称：福岡労働局福岡助成金センター
1

8再就職先の名称及び連絡先
｛

9再就職先の業務内容 助成金申請の受付、相談

10再就職先における地位 期間業務職員

団無11求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

圃無ロ有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

,

■上記援助がなかった場合）

’
(ふ り がな）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

1
1

｜
’

§篭

鋤

撰吟 榊
蝕 3

－_唾挙“唾“型.…一=､雪寵風_＝…＝ 墜醗一…幸…恩、一 ||

(記載上の注意）

1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

…



●
． l

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■隼■骨
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

■
1 (ふ り が な）

氏 名

一 団国 日日2生 年 月
ロ■

ヨ

長崎宗墓鐡弟|">k奉 1月餅査官3離職時の官職

年 月 日

（囮離職前の求職開始日がなかった場合)〆

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容

自
至

年
年
月
月

日
日 、

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

I

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

含約 Z年3 月う｜ 日之6離 職 日

会傘3年1月 ｜ 日 .／7再 就 職 日

福岡家海裁弟I
｡ ■

再就職先の名称：

8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先

’

』

ﾉ



調査

調査官’

9再就職先の業務内容
■

’10再就職先における地位

雫 団無11求 職 の 承 認 の 有 無 有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

M燕口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助 一

座記援助がなかった場合）

I
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

蕊娠溌耀難蕊鳶職農溌辮瀧 脅鱒蕊溌議瀧
砿 萱調

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

V



▼
(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
ノ

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

|年■月■,9

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号 |－ロ
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

I

－

1 （ふ り が な）

氏 名

2生 年
日

月

箙〃γ1年 解月 ／‘日

刻手率康塔-認侈3離職時の官職

冷弗元年〃月 j色~日
（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間所属・官職 職務内容

日
日
歩
か
月
月
″
〃
年
年

湯
パ
ン

獅
緋
自
至

通り浦弗．影
7才郷陶一

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至
自
至

年
年
年
年

月
月
月
月

日
日
日
日

〃芽咳＞年′月 』・日6離 職 日

〃茅｡＞年 '月 ／日7再 就 職 日

鬼銀悶埼銀封扇7再就職先の名称；七

8再就職先の名称及び連絡先

■再就職先の連絡先

【 】
、



戸

’9再就職先の業務内容

襯勵謝釧群到斗10再就職先における地位
､

直i無11求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

旗口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の

画記騒"…鱈烏，
1

1

（

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

I

む趾

鰯 罰‘ 輝4‘ 毛泊 ‘､絹鍔

嘱噛～ 強勤藍 砥

噛 轆郵蕊＃溌碍 圃鰯§ 侭 翻漣悪畷，

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

I

~

｛



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最高裁判所 御中

所
名
号番話

住
氏
電 旨

い

I
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

｢－
1 （ふ り が な）

氏 名 I

年’ ロ2生 月年 日
■■

, 、

席書記管し亭うえ『3離職時の官職

年 月 日

（画餅職前の求職開始日がなかった場合）
04離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職
ノ

白
口
奉
エ

年月

年月

日
日

自
至
年月

年月

日
日

「

自
至
年月

年月

日
日

自
至
年月

年月

日
日

櫛･え年､7月 〃日6離 職 日

冷掘z年 /塾月 ／7日7再 就 職 日

再就職先の名称:芥髪湖人緬＄溌ﾗ"犀箒’7

再就職先の連絡先: ’ ’一－■■再就職先の連絡先

再就職先の名称及び連絡先再

L



■ 且

GH

弁霊迄穿挿9再就職先の業務内容

富工＃噌什
ユ
デ
リ

10再就職先における地位
I

E撫11求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

圃無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■上記援助がなかった場合）

I
ｲ

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

冒職 諦繊鞘銅溌薙踊 蕊 恥器銀

認罪 労

訟f蕊

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



。

管理職職員であった者が再就職した

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号 ’ ｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

■
1 （ふ り が な）

氏 名
括轍 ごv

挿号．

画■2生 年
日

月

|年 胴

参碕象ﾉ"f"f一晨瀧乙長≦3離職時の官職

年 月 日

．／

職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

(蝦

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容I

在職期間所属・官職 職務内容

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

ｐ
Ｈ
ｐ
Ｈ

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

f

2－．妾〃年 。） 月 ざ／日6離 職 日

／日 ／2－｡＞ゥ年 ／〃月7再 就 職 日

穴峠庭淘W汚拝調解#'再就職先の名称：

8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先



舞鈎/蔵-炭9再就職先の業務内容

､

ノツjﾆー10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 口有 晒無〆無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

唄無‘口有

13‘裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■記急がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

型 舞 烏捧

移必･』 患私 瀬翼 額 謬 唾

￥鰹 漉 燕

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

I



守

●(別紙様式第10） ’

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■隼B■,1

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号 ’
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り,次のとおり届け出ます｡

｢－1 （ふ り が な）

氏 名

弓
姻
堅

墓"‘ K 澱燕

年
日

月2生 叩や3￥年 ド月半日

3離職時の官職 漁永泳庭栽判声ｹ等調局袰
冷銅元年 I I 月 B日

4離職前の求職開始日
(口離職前の求職開始日がなかった場合）

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容/獅今套職期間 ／夕所属・官職

自一年鉾月

至今執ユ年う月

邦
型 斗渦鋤職垣零を艇域嫡良熊1祈締擁

自
至

年
年
月
月

日

星■

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

月
月

年
年

日
日

為無÷年 3月 31 日6離 職 日

/Mb 坐年 9月 ｜ 日

再就職先の名称：凍群悶易燕学'河

7再 就 職 日

8再就職先の名称及び連絡先

二
再就職先の連絡先

■■



4

裁判￥諦9再就職先の業務内容

簡Wwi'湖羊{学10再就職先における地位

回無無'11求 職 の 承 認 の 有 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

圃無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■上記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

星斑男 延吃

農劉＆ 運 ､蕊（ 唾 ？＝ 懇
韓

，歓鍛‘ 割 一掃
唖鍵 ヌ胸 FT L

竜

I

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

I



V 『

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

（裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

い■,，
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号
’

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます｡

■？■
1 （ふ り が な）

氏 名

F
〆

年 日
面■一

2生 年
日

月

’ 畢茅角侯3離職時の 官職

平成 年 月 日 一

(齢職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

’所属・官職 在職期間 職務内容

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

盲
■
一
一
■
■
二

6離 職 平成3 ／年 3月 3／ 日．日
一

(最藷〕7再 就 職 日 聖年 早 月 ／ 日一

再就職先の名称： 丈阪み』莚急ぐ革1両‐
8再就職先の名称及び連絡先､

再就職先の連絡先

ゴ L 『

r k l

に醤 l h 謎
V 」 可

P

P

、 ，



b

洲1号寿諦9再就職先の業務内容
り

網'噂苓員10再就職先における地位

瞼無 口有の 有11求 職 の 承 認

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

由無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

昼記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

悪

端

態溌#漉騨扇 酌

騨 唖雀

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



1 1

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最高裁判所 御中

氏， 名大貫“ 充

電話番号’ ｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 ， （ふ り が な）

氏 名

おおぬきみつる

大貫 充

囹 |月■白2生， 年 月 日

3離職時の官職 首席家庭裁判所調査官

『

平成 ・令和 年 月 日

（国離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

凸

I

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
I

所属・官職 在職期間 職務内容

日
日
茅
矛
令
令

自
至

年
年
月
月

日
日

自令和

至令和

年
年
月
月

日
日

,

自令和

至令和

年
年
月
月

日
日

自令和

至令和

自令和

至令和

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

6離 職 令和2年3月 31日日

7再 就 職 日 令和2年 10月 1日

再就職先の名称：千葉家庭裁判所
8再就職先の名称及び連絡先

一
再就職

』

L、 「

罷切徹羅鍬≦
町､

I

鴬

ワ 可“
1

L
EJ

ゴ l屋



1

9再就職先の業務内容 国家公務

家庭裁判所調査官10再就職先における地位

図無11求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 田無

1
l ‐ ’

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

’

、巳記援助がなかった場合）『

I
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

胃彰?謹鍼 ’謹 攪霞

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

Ｂ
ｐ
、



ｌ
山

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職し

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■名月■ロ
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号 ’
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

’
1 （ふ り が な）

氏 名
｜ i

町ﾛ。

軸

|－ 圓_且 ’2生 年 月
一
■
■
一 日日

競泳庭紳I別調査畳3離職時の官職

令和 年 月 日

（副離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

｢－－一雨貞嘩~－l－－jl 在職期間 一戸「 職務内在職期間所属・官職 職務内

ﾉ

容

自
至
一

年
年
月
月
日
日
一

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

6離 職 令和之年 、タ 月 、夕／日

令和2年／〃月'3 日

再就職先の名称： 天津塚庭裁

日

就 職 日7再

刻喜_皇｣－
Ｉ

8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先

「
々

L k謙蕊、

可
』



、

６
４

1

裁渉|尋誘9再就職先の業務内容

’10再就職先における地位 鼠良繍'榊i調登壱
11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第8号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

団無口有

噸口有

ー= ■ . ■ ■ ■■■一 一 ,一 －－

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

記援助がなかった場合）

｜(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

W1公 佳 湖
砂職琵韓,§

灘 選盤溌驚溌 § 蕊囎鼠
聴 蔚 轌鯛“ボ瀞

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

、



(別紙様式第4） ノ

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■榊酔
最高裁判所 御中

住 所

氏 ’ 名

電話番号

岡下直樹

’
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ‘

！1 （ふ り が な）

氏 名

(おかしたなおき）

岡 下 直 樹

’2生 年
日

月
昭和35年4月12日

’
I ，

裁判所書記官（最高裁判所大法廷首席書記官）3離職時の官職

令和2年6月23日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

口
5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

自
至
､令和2年6月23日

令和2年8月30日、

裁判所書記官事務
管理監督事務 ．

最 高 裁判 所
大法廷首席書記官

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日

■

l■

自
至

年
年
月
月

■

■

｜

盲

■

一

令和2年8月30日6離 職 日

令和2年9月 1日7再 就 職 日

β

再就職先の名称:東京簡易裁判所

8再就職先の名称及び連絡先

1
再就職先の連絡先



』

裁判事務

簡易裁判所判事職
､

’認 の 有11求 職 の一一承 無 口有 ■無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ■無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

巴記援助…った場合）
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



p f

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

昌呂■ロ
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号 ’
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ‘

1 （ふ り が な）

氏 名

｜ ’

！、

2生 年
日

月
日日

長崎家蝿半l所首席書記官／3離職時の官職

平成 年 月 日

／

（画離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属。官職 在職期間 職務内容

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至令和

自平成

至令和

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

''

平成塗年 3 月
r ･

6離 職 S1 日日

軍筬更 jh/年如月7再 就 職 日

再就職先の名称：福局地減等j所／
8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先
I

』、

『

『

１

』
！
L



民事錨停9再就職先の業務内容
1

R薄調停秀員10再就職先における地位

田無無 口有11求 職 の 承 認 の 有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

1

阿無／口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

／

■上記援助がなかった場合）
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

，ソ

、●

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

一）



●(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最高裁判 ，所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

ﾛ

年
日

月2生 蝿狗36年 、2月 左日

初I拳赫犠鞭”3離職時の官職

令永U"Z年 ／月 7日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職
I

自/e洋移久年／月ク日一

至/倉頒2皇年3月y･日、錦泌減り↑|所,荊辮#瀧 "'l"
年
年

自
至

月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日

冒

自
至

年
年
月
月

日
‐
日

－

6離 1年 3月 、タク日/浮腫職 日

/tfizz年 ァ月／日 、7再 就 職 日

ﾑ今 遂｢l鈎修一 一再就職先の名称；

8再就職先の名称及び連絡先
再就職先の連絡先



9

’ 筑判講秀9再就職先の業務内容
ノ

餓易締1禰李10再就職先におけ‘る地位

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 阿無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

匝撫口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

酢記援助がなかった場合)
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称 ’ 援助の内容

1

1
1

溶墨郵埼調 麹
、＝ WX 識

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



●
(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■咽月■日
最高裁判所 御中 ノ

住 所

氏 名氏 名加藤重樹

電話番鳥｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，次
のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

､

しげき
重 樹

う
藤
と配

ｎ
Ｈ

カ
カ

↓

■■抄■ロ2生 年 月 日

3離職時の官職 札幌家庭裁判所次席家庭裁判所調査官
ロ

年 月 日

(図離職前の求職開始日がなかった場合「
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
一一 11 。

職務内容在職期間所属・官職
ﾛ

自
至

年
年
月
月

日
■

■
一

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年

、 月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

／

令和2年3月31日6離 職 日

令和2年8月1日〆7再 就 職 日

再就職先の名称：東京都教育庁

8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先：

､

’
h

L



､

■■1

1

｜
’

9再就職先の業務内容 地方公務
1

’10再就職先における地位 会計年度任用職員

口有11求 職 の 承 認 の 有 無 田無I

〆

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106
条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の援助
の有無

口有 田無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定す
る組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■
旧
■Ｉ

I

記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

塾､聖 唾

I

ヘ澱 園溺
pユ 〃p江 ，静‘L廷

(記載上の注意）
1 ロのついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

鼻織



Ⅱ

､

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届
1

， （裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■年酢■｡
最高裁判所 御中

洲住
I

氏 名加藤博之

電話番号｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます｡

1 （ふ り が な）

氏 名

(かとうひろゆき）

加藤博之

2生 年
日

月
昭和35年 12月 18日

3離職時の官職 札幌地方裁判所事務局長
I

令和 元年 11月 13日 ・

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

､

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容5

所属・官職 在職期間 職務内容

自令和元年11月13日

至令和2年8月30日
札幌地方裁判所事務局長 司法行政事務

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

a
自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

』

「
且

１
１

6離 職 令和2年 8月 30日日

L7再 就 職 日 令和 2年 9月 1日

再就職先の名称：札幌簡易裁判所
8再就職先の名称及び連絡先

r
l而再就職先の連絡先：



9再就職先の業務内容 裁判事務

I

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 田無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 田無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

P

■上記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

1

l丸3 翻逓 謡ノ

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載する､こと。

～

f



●●（別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

（裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■隼■月■・
最高裁判所 御中

一
住 所

氏 名

電話番号 ’
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

おさむ

修

かみむら

上村

2生 年 月 日

●

書記官（横浜家裁少年首席書記官）3雛職時の官職

年 月 日

（■離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

自
至

年
年

月
月

日
日

一一ー吟一

自
至

年
年

月
月

日
日I

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

I

6離 職 平成31年 3月 31日
■

■

一

7再 就 職 日 令和 2年 5月 25日

再就職先の名称：千葉県松戸県税事務所

8再就職先の名称及び連絡先

■’再就職先の連絡先：



「 L

1 1

県税に関する業務

臨時的任用職員

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 ■無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ■無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定す
る組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助 、

_■上記趣
I

がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

啓 ツヨ

I 劇噛罵 識辞 鞠鑿

鍋

I

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



●●
10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(別紙様式第10）

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）
●

■名君ロ
最高裁判所 御中

， 氏 名木村史郎 ‘

・話雷暑｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

〆

1 （ふ り が な）

氏‘ 名

きむら

木村

しろう

史郎 I

I

2生 年
日

月
昭和 36年3 月 15 日

少年首席書記官3離職時の官職

I ，

令和元年・ 11 月 ．19 日 、

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
I

4離職前の求職開始日

1

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容．

｜ 所属.官職 在職期間 職務内容所属・官職 在職期間 職務内容
ロ

横浜家庭裁判所

少年首席書記官

自令和元年11月19日

至令和2年8月30日
首席書記官業務

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

､

自
至

年
年
月
月

日
日

6離 職 令和2年8月 30 日日
〃

！

職7再 就 日 令和2年9 月 1 日

再就職先の名称：東京簡易裁判所

8再就職先の名称及び連絡先
r再就職先の連絡先



9再就職先の業務内容 裁判業務

簡易裁判所判事10再就職先における地位

h 、 ロ

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 田無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 田無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
－･里一一 二一

援助の内容
可

ｰー＝一一一一一一一＝一一一一一一

萩, 野

『…ロ

鮎？

(記載上の注意）
1、 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



I

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

一年■月■,
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

’
1 （ふ り が な）

氏 名

|日
年
日2生 月

諭夢1噸姉(鼻炎器識寵）3離職時の官職

年’ 、夕 月 /／日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

麓
ユ

4離職前の求職開始日

〆

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

,4､無職期間 職務内容所属・官職
■
一
一

蕊
自
至
之年3月〃日

4-年』月j/日 易擁順な勘峰､妨薙鈴烏,紘患鋤充
自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

4

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

自平成

至平成

年
年

'

月
月

日
・
日

織之年 、』， 月 J/ 日職6，離 日

蟻、 ≧年 〆月 ／日 ′7再 就 職 日

再就職先の名称： 、"lど長吋
8再就職先の名称及び連絡先

■■再就職先の連絡先：



、

’ 舟庭(例題｡和装9再就職先の業務内容

I寿菱湘換風10再就職先における地位

11求 職 団無の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

螺口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（■上記援助がなかった場合）

(ふ り が ：な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

醗認砿篭

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。

2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載ずること。

「



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
L

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

I

最高裁判所 御中

香村直4 】
’

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

b

こうむらなおき
香村直樹

2生 年
日

月

⑬･平36年4月30日

3離職時の官職 事務局次長一

令和 2年‘ 6 月 15 日 、

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

I

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

■ ｜ 在職期間 ｜ 職務内，所属・官職所属・官職 在職期間 職務内容

5

日
日
５
０

１
３
月
月
６
８
年
年
２
２
和
和
令
令

自
至

、

高松高等裁判所事務局次長 事務局事務

日
日
禾
矛
令
令

自
至

年
年
月
月

日
日

自令和

至令和

年
年
月
月

日
日

自令和

至令和

自令和

至令和

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日_ I

6離 職 令和 2年8 月 30 日日
I （1

7再 就 職 日 令和2年9 月 1 日

再就職先の名称：高松簡易裁判所
8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先￥

1



9再就職先の業務内容 裁判事務

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 ■無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ■無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■上記援助がなかった場合）

1(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

’ ト､風

肘

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は,離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

ノ



､

●●
わ

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最高裁判所 御中

番話

住
氏
電

所
“
名
号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

■■■■U■■■■■■■

■
1 （ふ り ．が な）

氏 名

日 昭和35年8月2日

謝堀書記官燐鋤淵ｮh瀧齢歓冒)
鍬ロ2' 年 6月30日

2生 年 月

3離職時の官職

4離職前の求職開始日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 ,鍼ﾛ姿職期睡30 職務内容

謡緋i禦鶴薑
自…年今月≠日

、

至ﾉ卿2年9月､Jo日 瀞j聿務
自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

舗汀2年

/"D2年

再就職先の名称：

再就職先の連絡先再就職先の連絡先

2月30 日

9月／日

栗東簡易蹄)j戸ケ

I

6離 職 日

7再 就 職 日

8再就職先の名称及び連絡先

■■



ﾛ

’ ｜裁判事務
二 ■一

簡易裁蒻｣戸ｹ尹､|事

9再就職先の業務内容

I

10再就職先における地位
｢

11求 職 の 承 認 の 有 位撫無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

M口有 無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定す
る組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

星記援助がなかった場合）

I
(ふ り がな）

援助者の氏名又は名称
援助の内容
一

－

(記載上の注意）

1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

、



1

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ．

1 （ふ り が． な）

氏 名

万屋2生 年
日

月

事務局便3離職時の官職

年 月 日

（回離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

1 1

ﾛダ

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職
｡

年
年

自
至

月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

｜
■
■
二
・
一
■
■
一

自
至

年
年
月
月

日
日

乎歳 3／年 3月 3／日6離 職
■
摩
一

｣

/令､和z年 “月 ／日7再 就 職 日

描汗尿庭裁挙げケ再就職先の名称：

8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先就職先の連絡先

●

蕊 ”‘,:ワ 1
百勺一面竃q
，q 垂出_

ー一



的

調停業務9再就職先の業務内容

含周）亭参員10再就職先における地位
■

無11求 職 の 承 認 の 有 口有 田無

1

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無I

呵無口有

咄

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

｢卜記援助がなかった場合）

I(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

Ｂ
ｈ
ｕ

』

(記載上の注意)
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があ.った場合に記載すること。



●(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

年■月■･
最高裁判所 御中

住所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

2生 年
日

月

鵬し数年 7月 3眉

解肴舞審z層
0

3離職時の、官職

阜釉元年 ／／月 ／ 日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

■

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属,官職 職務内容

鼎
郷争鋺職、

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
・
日

日
・
日

島彰“2年 『月 シ,日6離 職 日

7再 就 職 日 キ勅：1年

再就職先の名称

？月 ／ 日 、

尼施簡易藏事町8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先

l■

御P

I ．



I

、

｢一一一一ー

ﾄ紬辮所
－

9再就職先の業務内容 弥荊等易親

予I亭10再就職先における地位

’ ’
ノ ’

認 の 有 無11求 職 の 承 座撫口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｑ
４
Ｈ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ａ
■
■
■
■
■
■
■
日
日
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
日

面無、口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

l記援"旗かつた場合）
援助の内容援助の内容

｜

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称 ’’
ｰ

’

」
1

(記載上の注意）

1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての7
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

しての在職状況及び職務内容について
』

〈 ／

ノ

両

h



、 ，

(別紙様式第7）

管理職職員であった者が再就職しようと
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第1項関連）

年

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第1項の規定により，
次のとおり届け出ます。

守

I
1 （ふ り が な）

氏 名

Y 爵§

ﾛ年 |月■■日日2生 年 月 日

歎雪1や憾誕樋3離職時の官職

平成 年 月 日

（回離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

1

職務内容所属・官職 在職期間

自
至
一
自
至

成
成
一
成
成

平
平
．
一
平
平

年
年
一
年
年

月
月
一
月
月

日
日
一

日

日

自平成
｡ ､

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

自平成

至平成

年
年
年
年
月
月
月
月

言
一

日

言
一

日
I

令和 込年7 月 3／ 日職6離 日

7再就職予定 日 令和 1年 イユ月 ／ 日

再就職先の名称： 左浬､文《t欺儀礪稀汀
8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先

』
I

』可



丈くこ駐灸暹卿､りく:､榊吟魁9再就職先の業務内容

口10再就職先における地位 儲､降職 ト

由無11求 職 ’ の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

田無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

巳記援助がなかった場合）
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

甫篭矧識デ

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



(別紙機式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

固一I日
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

■
1 、 （ふ り が な）

氏 名

年 月 |ロ|ロ2生 年
日

月

武射)鈴季詫堂伽鞄瀦弟隣轄描暹）3離職時の官職

令和 年 月 日

（唯職前の求職開始日がなかった場合）

）

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容

自平成

至平成

年月

年 月

日
日

自平成

至平成

年 月

年 月

日
日

自平成

至平成

年 月

年 月

ロ
■
一
言
■
一

自平成

至平成

年 月

年月

■

一

日

令和 斗年 3月 J/日6離 職 日

令和 1年 ‘＠月 ／ 日7再 就 職 日

騎私炭,筵愈準l計再就職先の名称

8再就職先の名称及び連絡先

一

再就職先の連絡先

炭奉調係9再就職先の業務内容

彩幸調停候良10再就職先における地位
〆

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1o
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3

勺する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■記援助がなかった場合

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3

勺する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■記援助が鞍かつた場：

(勤着:氏ふ名鳶)I ゞ…” 且’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

（記載上の注意）
□のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

１
２



(別紙様式第10）

届管理職職員であった者が再

(裁判所職員臨時措置法においで準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

｜|名月■。
最高裁判所 御中

所
名
割
１

住

氏

電話番

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます｡ ．

たざきのりゆき

田崎徳行

1 （ふ り が な）

氏 名

⑬･平 38年 1月 19日 ．

事務局長

令和 元年 11月 22日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

2生 年 月
面
■
一

3離職時の官職

4離職前の求職開始日

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
‘一一 1

5

1

職務内容在職期間所属・官職

自令和元年11月22日
｡

至令和2年8月30日、

甲府地方裁判所

事務局長
司法行政事務司法行政事務

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

令和 2年 8月 30日6離 職
面
■
一

令和 2年 9月7再 就 職 日 1日

再就職先の名称:東京簡易裁判所

8再就職先の名称及び連絡先 －＝＝

再就職先の連絡先：



裁判事務容剛
雨 簡易裁判所判事也位

口有 ■無認 の 有 無11求 職 の 承

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ■無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

(酔記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

ノ

C



●
(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■帥■日
最高裁判所 御中

‘ 所｜
氏 名田宮秀樹

電話番号｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

たみや
田宮

ひでき

秀樹

年
日

2生 月

3離職時の官職 大津地方裁判所民事首席書記官

年 月 日

(M離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容

自
至

年
年
月
月

■

■
一

日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

6離 職 令和2年3月31日日

令和2年7月1日7再 就 職 日

再就職先の名称：一般社団法人暮らしラング
8再就職先の名称及び連絡先

I再就職先の連絡先

I

『

』 1 ．
l ；論

L ゴロ



9再就職先の業務内容 ’
、

障害者介護職として、グループホーム世話人・生活支援員

膳従職員10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 団無 口有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

哩撫口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容援助の内容

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■隼唇隼| 順■。
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法
り，次のとおり届け出ます。

第106条の24第~2~項両親定雇王

■
1 （ふ り が な）

氏 名

ノ

2生 年
日

月

聞 図 ｜目日月

例雌姥減¥'刊,僻舗議f'a3離職時の官職

令和 年 月 日

（画離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

自平成

至平成

年 月

年 月

・
・
一
一
■
■
一

自平成

至平成

年 月

年 月

盲
■
一
一
■
■
一

自平成

至平成

年 月

年 月

日
日

自平成

至平成

年月

年 月

日
日

令和ユ年 3月ノ／日6離 職 日

令和ユ’年/o月 ／日7再 就 職 日

蔦肺慮扉誹名肪再就職先の名称

8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先：

壷維剛亭9再就職先の業務内容

壕尋調倍考箇10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 口有 無無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

画無口有

Ⅲ‘裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に可する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の

也鰯……倉，
’1

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称(倉鋤者;氏名藍雌蕊1
一一一一一一一= 一■－－ｰ一 －

援助の内容援助の内容

一

（記載上の注意）
□のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

１
２



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職し

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■年■月｜| ロ
最高裁判所 御中 ／

住 所
／

氏 名士屋靖明

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 (ふ り が な）

氏 ‘ 名

つちややすあき
土屋靖明

2生 年
日

月
昭和38年12月28日

ｔ
ｊ
ｑ

■

3離職時の官職 刑事次席書記官

令和 年 11 月 27 日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）

元

4離職前の求職開始日

1 ‐ －

I

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間所属・官職 職務内容

宇都宮地方裁判所

刑事次席書記官

日

日

７
０

２
３
月
月
１
８

１年
年
元
２
和
和
令
令

自
至

刑事首席書記官業務の補助

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

自平成

至平成

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

ロ

6離 職 令和 2 年 8 月 30日日
■

7再 就 職 日 令和 2 年 9 月 1日

再就職先の名称： 東京簡易裁判所
8再就職先の名称及び連絡先

■再就職先の連絡先
I ．



9再就職先の業務内容 簡易裁判所の事務全般

簡易裁判所判事10再就職先における地位

・ 口有 団無11求 職 の 承 認 の 有 無

’
12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 阿無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

ロ記援助がなかった場合）

’
(ふ ‘り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

－

(記載上の注意）

1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は,離職前の求職開始日があった場合に記載することb

L

』

、



●●
管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

母■,X

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り ′が な）

氏 名

2／生 年 月 日 鵬九坪年9月 ／2 日

刷鼻次序巻記哨
霜一三年〃月26 日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

3離職時の官職

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 職務内容

自

_趣絶揃斬棚蛎 菱溢*¥'ノ'至今乖p2年3月3/日
自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
盲
■

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

6離 、職 日

7再 就 職 日

令和2年

/’和2年

再就職先の名称：
一

飾り半

日
日
我
一
隅

１

１

３

＃
《
ふ

8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先

（



１
１
１

雑U皐務

i鳩裁¥'ﾉ『ｹ判拳

9再就職先の業務内容

10再就職先における地位

求 職 の 承 認 の 有 無

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

囮無皿
一
旭

口有

蝿口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定す
る組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

８
８
日
■

１
－ 記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

」
(記載上の注意）

1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



●
4

(別紙様式第1，0）

管理職職員であった者が再 の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■隼■周■。
最高裁判所 御中

番話

住
氏
電

所
名
号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り,次のとおり届け出ます｡

1 （ふ り が な）

氏 名
.－

2生 年
日

月
陥絢外年 6月 ／ア日

一事務局受3離職時の官職
I

年 月 日

（回離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

口所属・官職 在職期間 職務内容

自
至

年
年
月
月

日

■

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

御0艮年j月 j/頁
一.－一一‐‐皇ﾏﾐｰｰ

冷和2年,ヲ月 ／日

再就職先の名称:仙台鰭易裁半II所

6離 職 日

7再 就 職 日

8再就職先の名称及び連絡先
■
■
■

再就職先の連絡先：
1



1

ﾄMM ’m竺裁盤遥
簡易裁判所判季

9再就職先の業務内容

10再就職先におけ'る地位

11求 職 の‐ 承 認 の 有 ”
一
噸

無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

昼記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

｜
’

－

(記載上の注意）

1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職白までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



1

(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

卜■■ロ
最‘高裁判所 御中

住 所

氏 名長郷道明

電話番号｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名
農廓蓄

罐
明

I

|年酢2生 年 月 日 日
r

I

刑事首席書記官3離職時の官職

平成 年 月 日

（図離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

I 〃

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容

自平成

至平成

年
年
月
月

０
《日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

一
■
■
一
百
■
一

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

自平成

至平成

一
月
月

月
月

一
日
日

日
日

年
年
年
年

6離 職 令和 2年 3 月 31 日日

7再 就 職 日 令和 2年 10 月 1 日

■

再就職先の名称：さいたま地方裁判所川越支部

8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先

9再就職先の業務内容 裁判事務
■

’10再就職先における地位 裁判所書記官

可



口有 田無認 の 有 無11求 職 の 承

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 田無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

L記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

瞬4 誹‘ 串 Z

I

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。 ．
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は,離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



(別紙様式第10）

一

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最高裁判所御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

口
1 （ふ り・ が な）

氏 名
■

年
日

月2生 年■■月 日

い編だ)灰獺嘩塔壽』這3離職時の官職

年 月 日

（[ﾛ熊職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

1

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職

自
至

年
年
月
月

日
日

年
年
月
月

自
至

日
日

年
年

自
至

月
月

日
日

Ｉ

自
至

年
年

月
月

日
日

合や 3月 3（ 日Z年職6離 日

7再 就 職 日 合ゎ1年 ／C月 1 日

再就職先の名称素群蒙塵裁判やf「
8 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先

』 1 、

1 1 1 1
1 1 1
h 』 L

P L



'謬捌さ9再就職先の業務内容

1

1

1

』

’10再就職先における地位

庄撫'’求 職 の 承 認 の 有 無’
’一・一.－‐’ ､~. ”＝〆 F ~ . ~ ･~~~~~~~~.~ ．.~~ ~--. . -~.こ~~~.~ ~." ~. . ．~ ．~~ 『 ..．､＝辛‘..､ー･ゞ -. ~~…． .~:~~ ．;一.~，~ー~~ ｰ.

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の1
援助の有無

口有

面口有 無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

記援助がなかった場合）

｜ ’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

恐』 砂 2額』

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

I



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

隼■月■”
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ‐

1 （ふ り が な）

・ 氏 名

2生 年
旧

月

⑬･平滋年 ’月 /4-日

品高裁翁ﾁﾘ榔鉱廷 首3離職時の官職
寺

誰*

z年 3月ユァ 日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

平成

⑬4離職前の求職開始日

I

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

｢ -~~~ . -- . -¥ "~i~~~-'-一一~~~~~~.

所属・官職 侭宝胃、在職期間 職務内容

薑蕊 2年ご月ユダ日Z年’月30日総裁‐ 訟廷$翁謝謝庶幾{’郷 I

自平成

至平成

年
年
月
月

旦
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

日
日
日
日

自平成

菫_王成

自平成

至_上乎成

年
年
年
年
月
月
月
月

聯
騨

一

ノ 、

2年 8月 シ〃 日6離 職 日

Z年 9月 ／日7再 就 職 日

再就職先の名称； フFし操簡易参1基り町
8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の

､ ア E rb

』 h l

日
日

、

」 1

可 P可



『

昂

鐡茅!'皐務9再就職先の業務内容

＊謂易斜捗り前淡’10再就職先における地位
’

碓一 噸
､

無11求 職 の 承 認 の 有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

螺口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
一 する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

記援助がなかった場合）
’

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

－■一一一一一一一■一一 ＝

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

／

I



●(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

●
己

■緒
最高裁判所 御中

口住 所

氏 名橋本 貢

電話番号| J
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り がな）

氏 名

(はしもとみつぐ）

橋本 貢

’

昭和35年9月21日一2生 年 月 日

ﾛ ■

最高裁判所第二小法廷首席書記官3離職時の官職

令和2年7月1日一 ‘

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
． 《 ‐--, ” ｰ！ －－ ． －－ －－－

I

職務内容在職期間所属・官職

日

日
０

１
３
月
月
８
８
年
年
元
２
和
和
令
令

自
至

最高裁判所

第二小法廷首席書記官
所属部署における管理業務

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

年
年

自平成

至平成

月
月

日

■

I■

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

､

令和2年8月30日職6離 日
h

7再 就 職 日 令和2年9月1日

再就職先の名称：大阪簡易裁判所

8再就職先の名称及び連絡先
再就職先の連絡先



｜

’9再就職先の業務内容 裁判事務
I

簡易裁判所判事10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 口有無 ＝無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ■無

1-3裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

| 仏記援助がなかった場合）

’
1

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

｜■■年B■･
最高裁判所 御中

住 所，
氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 ’ （ふ り が な）

氏 名
E I I

「 _■車■日日
0

2生 年 月 日

、

":¥I'所誌説噌3離職時の官職

ロ I

令和 年 月 日

(唯職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

I

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

『

自
至
自
至

年
年
年
年

月
月
月
月

日
日
日
日

6離 職 令和 2年 3月 』／ 日

令和 2年 /D月 ノ 日

再就職先の名称：潮繊詠､計l)

日

7再 就 職 日

詞
8再就職先の名称及び連絡先

戸 司
再就職先の連絡先：

Tl 瀦予

1

L 営

〕 L



9再就職先の業務内容

10再就職先における地位

素諦l:1侭貿郭
I

藻易調偽晶§
画11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 無

畝口有 無

■

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

皿記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

恥

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

（裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’卜昏■，
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとお,り届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

月■日／月■日／2生 年 月 日

裁判f7手〃ず（事誘局摂）
L

3離職時の官職

平成 年 月 日

･ (函離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属‘官職 在職期間 職務内容

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

一

『
自平成

至平成
年
年

月
月

日
日

１
１平成j/年 、ノ月〃日'職6離 日

難乙年父月 ／日 可可7再 就 職 日

一

再就職先の名称： 禍｝副簡易式利門′
8再就職先の名称及び連絡先

■再就職先の連絡先：

F 可■裁判多読′9再就職先の業務内容

I 1
『

I



｢IT胃就爾亮に郡言~地位 ’ 我利抑苓孝乙{を
図無11求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

圃無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■
■
同
■
■
記援助がなかった場合）

’’
(ふ り が‘ な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意)
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

｛

｛



〉

円

(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■恐■。
最高裁判所 御中

住 所

氏 名氏 名 平田和寛

電話番号 ｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

(ひらた
平田

かづひろ）
和寛．

I

2生 年 月 日 昭和38年11月28日

福岡高等裁判所事務局次長、3離職時の官職

ロ

令和2年6月17日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日
I

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属･官職 ｜在職期間 ｜職務内，所属・官職 在職期間 職務内容

5

福岡高等裁判所

事務局次長

、
屯
日
日
７
０

１
３
月
月
６
８
年
年
２
２
和
和
令
令

自
至 司法行政事務

自
至

年
年
月
月

日
日

/

_■
自
至

年
年
月
月

日
日

〆、且且
自
至
自
至

1

1

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

１
Ｊ

１
6離 職 令和2年8月30日、日

L7再 就 職 日 令和2年9月1日

再就職先の名称：福岡簡易裁判所

8再就職先の名称及び連絡先

’
再就職先の連絡先
二一･･･b･一・一ｰ

l〆

』

「



I

’9再就職先の業務内容 裁判事務

簡易裁判所判事10再就職先における地位

〆

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 田無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 国無

I

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

酔記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）

1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■年■骨
最高裁判所 御中

住 所 ｜
氏 名深澤 勉

電話番号
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

(ふかざわ
深澤

つとむ） 〃
勉

↑

2生 年 月 日 昭和35年11月10日〒
■

I

3離職時の官職 福岡高等裁判所刑事首席書記官グ

令和元年12月4日〆

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

1

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容 1

回

‐

グ

f

所属・官職 職務内容在職期間

福岡高等裁判所

刑事首席書記官

自
至

日
け
４
０
月
３
２
月
１
８
年
年

一
元
２
．

和
和

〈
祠
〈
祠

書記官事務
I

自
至

年
年
月
月

日
日

I

自
至

年
年
月
月

日
日

I

自
至

年
年
月
月

日
日

「

6離 職 令和2年8月30日日
ノ

7再 就 職 日 令和2年9月1日
〃

再就職先の名称：福岡簡易裁判所一

8再就職先の名称及び連絡先
雷顕酒精輻の連絡う

『『

」 1

「 ‘
可

里



9再就職先の業務内容 裁判事務

『

簡易裁判所判事10再就職先における地位
9

田無11求 職 の 承 認 の 有 無 口有
P

12 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

圃無口有

』

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10－6条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助一

､

■上記援助がなかった場合）

’
』

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

Ｉ
ｊ

"

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 ．離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



イ

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最高裁判所 御中
'

住 所

氏 名

電話番号

福地基司

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 ． 名
篭勘堂

し

司

■側日2生 年 月 日

鹿児島地方裁判所民事首席書記官3離職時の官職

年 月 日

（図離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
1

1

1

1
在職期間 職務内容所属・官職

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

．－

「
４

「
自
至

年
年

月
月

日
日

１6離 職 令和2年3月31日日

可可令和3年1月12日7再 就 職 日

藩再就職先の名称：佐世保フロンティア法律事

8再就職先の名称及び連絡先

： __－」再就職先の連絡先



二

弁護士の補助業務9再就職先の業務内容

’
『

事務職員10再就職先における地位
､

’無 口有 厨無11求 職 の 承 認 の 有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 阿無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1－06条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（酔記援助がなかった場合）
， ‐笹＝私－.三二杢垂.＝‐ ．

（ふ り が な）
援助の内容

援助者の氏名又は名称 ’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

必罰 厩覆

I

■ ー

ニ(記載上の注意）

1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ．

－
1 （ふ り が な）

氏 名

2生 年
日

月
日日

鵡鏑洲禰柵》噸3離職時の官職

年 月 日

(画離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

「

イ

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

I 、 一_雲＝
所属 在職期間 職務内容

5

・官職I

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月 日

月 、日

、

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

軸3ノ年 3 月〃旧脚職6離 日

ロ －

榊ユ ユ年 チ月／旧7再 就 職 日

再就職先の名称：雄また郷ﾘﾏ
8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連路先：
へ

『

， !－



識荊ｲ苛繩!”郷9再就職先の業務内容

鰄鋼侍繩10再就職先における地位

圃無11求 職 ‘の 承 の認 有 無 口有
↓

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
， 6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

回無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■上記援助がなかった場合）1

口 ’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

『

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



1

●
出

(別紙様式第10）

ノ

管理職職員であった者が再就
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

￥唇■，
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。 、

■
1 （ふ り が な）

氏 名
、

ロ2生 年 月 日

耐鼠烏等裁¥‘'所訴'l畢着瀞書記諺3離職時の官職

令伽z年3 月 z日
4離職前の求職開始日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容所属。官職 在職期間
ﾛ

勘稔
秤

自/?､*vz年3月之日
至/令伽毛年3月ラ/日 荊争圏係亭流
自
至

月
月

年
年

日
日

南
口
季
エ

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

今Xv之年3 月シ／ 日6離 職 -■■

令荊z年／ロ月 ／ 日7再 就 職 日

級裁 W"1'胸条雄ド再就職先の名称：職｡ヘ
8再就職先の名称及び連絡先

■再就職先の連絡先
ー一



9再就職先の業務内容 糊崎 ’7涌
洲崎繊山 ■10再就職先における地位

'操11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 ！

錐
12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有

13‘裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

昼記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

. I

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。

2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

少

」



●（別紙様式第10） ↑

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
（裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

雫B■・
最高裁判所 御中

住 一所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

2生 年
日

月
賜和禿一年 ’0月 7日

氏尋物砕看邦曾3離職時の官職

冷絢元年 ’ ' 月 才日
（口離職前の求職開始日がなかった場合）

ロ 、

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

’ ’在職期間所属’官職 職務内容

憐零撫墓
自 ノ鞠元年I 1月刃日、
至ノ沖}Z年？月3(ﾌ日、 細》鯵姉寺綴

1

自
至

年
年
月
月

日
日

’

自

至

年
年

月
月

日
日

ト

ト ｜

’
自
国
奉
圭

自
国
奉
圭

年
年
年
年

月
月
月
月

日
日
日
日

I

冷抑2年 9月 30日6離 職 日

冷荊2年 ダ月 1日7再 就 職 日

姉膠襯〃顔､謝殉．再就職先の名称：

8再就職先の名称及び連絡先
一－二再就職先の連絡先：

1

可
可



M

ノ

L塾
|樹
撤

潮

判尋雑9再就職先の業務内容

吻釧判河荊等10再就職先における地位
1

座撫
｢

111求 職 の 承 認 の 有 口有無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

醜口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助 ．

| ト
I

記援助がなかった場合）
１１

７
Ｆ
Ⅱ
ｌ
Ｌ
ｊ
‐
１
日
】
Ⅱ
、

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

－

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



『
■

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■暑■㈲
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名
I

国|■■年2生 年 月 日

省帰康庭裁到弥調五壱3離職時の官職
I

年 月 、 日

(M離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

自
至

年
年
月
月

画
■
二
一
■
■
一

’

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

I

自
至

年
年
月
月

ロ
■
一
一
■
■
一

今約2年 3月 3／ 日職6離
一
■
■
一

息和2年 ノ／ 月 ／日7再 就 職 日

再就職先の名称: j鵡泉良鋤判所K鬼支部
8再就職先の名称及び連絡先

:再就職先の連絡先

●
1 P

身唖

’



封

9再就職先の業務内容 裁判＊務

家庭我到汁調亙官10再就職先における地位

’ 団無11求 職 の 承 認‘ の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

研無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

(' 卜記援助がなかった場合）

'|

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は,離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■月■。
最高裁判所 御中

住 所

森本清尋 ■
氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

もりもときよみ

森本清美

年
日

月2生 昭和 34年11 月 12 日

3雛職時の官職 広島地方裁判所事務局長

令和元年 11 月 6 日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内2在職期間 職務内容所属・官職

5

日
日

６
１
月
３
１
月
１
３
年
年
元
２
和
和
令
令

自
至

司法行政事務全般広島地裁事務局長

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

【

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

令和2年3 月 31 日6雛 職 日

7再 就 職 日 令和 2年9 月 1 日

再就職先の名称：広島簡易裁判所

8再就職先の名称及び連絡先

I再就職先の連絡先



己

裁判事務

簡裁判事．

9再就職先の業務内容 ’

10再就職先における地位

■無11求 職 の 承 認 の、 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有

I

■無口有

’

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

。 ｜0

■上記援助がなかった場合）

’’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意） ，
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 ′離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

I



I

鄙

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

’1 （ふ り が な）

氏 名

'月■目日2生 年
日

月

嵐判所著記誉（蹄着7亨考託官）3離職時の宮職

年 月 日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

｜ 所属官職 ｜ 在職期間 ｜ 職務内容在職期間 職務内容所属・官職

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

■

I■

日

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

6離 職 冷仙2年、ナ 月 こ？／ 日日

7再 就 職 日 冷粒2年／〃月 ／ 日

廉謨家庭裁判所再就職先の名称：

8再就職先の名称及び連絡先

●



家阜調停寿員

｜画家公蒋員

9再就職先の業務内容

10再就職先における地位10再就職先における地位 l■ ｜倒永2
11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

団無口有

回無口有

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■記援助がなかった場合，

(農動議:氏翁笠は鏑;)’ 援勤"内濤
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

13

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

1



1
I

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■隼■月■。
最高裁判所 御中

所
名
号番話

住
氏
電

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます｡

1 （ふ り が な）

氏 、 名

〆

⑬･平SE年 1 1 月 30 日2生 年 月 日

専論局技3離職時の官職

令和元年 1 1 月 I9 日壼

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

、 ‐ 凸 一 一 q ， L L ， 廷

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

一一一 一’ 職務内所属・官職 ・在職期間 職務内所属・官職 在職期間 容
1

自平成36年8月I日
至令和久年8月3p日 栽旧I弥輔殉鳥礦能 、 ，ホ地減州輪月}長〃､､、

自平成

至平成

年
年

月
月

■
■
ユ
ー
■
■
一

a､
自平成

至平成

年
年

月
月

■
里
一
■
里 「

４
自平成

至平成

年
年

月
月

二
■
■
』
一
■
庫
一

令和 ユ隼 8月 3， ･可可職6離 日
＝ゴ

ー －

令和 ユ年 9月 ｜ 日7再 就 職 日

福岡滴%裁判対再就職先の名称：

8再就職先の名称及び連絡先
戸一百’

再就職先の連絡先

諏単'零論9再就職先の業務内容



、
r

10再就職先における地位 ’ 簡易裁判淵'|尋
一
皿
一
血

求 職 の 承 認 の 有 無

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

画無口有

田無口有く

ニテー当塞盃Ⅱ－． －F .. ,= .=画 一一 ・ 一 ・ "~~‐一 －

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定

蓮蓬…=薩場倉，
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容援助の内容

Ⅱ

＆唖！

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。 、
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再 届

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■牢■月■。
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

名山 口 桂

’
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

｜
罐
北
山

毎
口 灌ら

2生 年 月 日 日

3離職時の官職 民事首席書記官

令和2年3月30日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

「一‐所属.官職 在職期間｜ 、 職務内容在職期間 職務内容所属・官職

札幌高等裁判所

民事首席書記官

日
日
０
１

３
３
月
月
３
３
年
年
２
２
和
和
令
令

自
至 裁判事務

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

自平成

至平成

自平成

至平成

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

ロ

6離 職 令和2年3月31日日

7再 就 職 日 令和2年10月1日

再就職先の名称：札幌家庭裁判所

8再就職先の名称及び連絡先

’再就職先の連絡先



国家公務9再就職先の業務内容

家事調停委員10再就職先における地位

無 口有 ■無11求 職 の 承 認 の 有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ■無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

l 卜記援助がなかった場合）〃

q
I

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

｜
｜
I

｜
’

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

1



●●●（別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
（裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

岸■且■・
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り,次のとおり届け出ます。

‐」
1 （ふ り が な）

氏 名

2生 年
日

月

I

3離職時の官職

日

日がなかった場合）

4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

〆

6離 職 平成 3／年 3月 ヨノ 日
■■

皇

鶏2年早月 6 日〆7再 就 職‘ 日

再就職先の名称： 累京雛菰学'I"fr
8再就職先の名称及び連絡先 一一ー一 ＝‐ 一 一

再就職先の連絡先：



し り

9再就職先の業務内容 禍鐘務

伜4 峠10再就職先における地位 施鋭判〆幅周査Z
－

11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

也撫口有

由無口有

■

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

１
１
１

(記載上の注意）

1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



管理職職員であった者が再就職した

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

暑■Ⅲi
f

最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ’

I

1 （ふ り が な）

氏 名

年■月｜’｡年 月 日2生 年
日

月

那覇兇考試罫1ﾃ柵,|易鋤論p官3離職時の官職

年 月 日

(礁職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容

自
至

年
年
月
月

口
Ｈ
Ｒ
Ｈ

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至
自
至

年
年
一

年
年
一

月
月
月
月

日
日
日
日

「 酢
、

3 月 3／ 日6離 職 乎戚日

鋤，亨年 ￥月 ／ 日7再 就 職 日

別有簡易栽鼻1罰再就職先の名称

8再就職先の名称及び連絡先

rー駁職先の連絡先

I

。 ”
I



U

調停季蒻
戻事調傷秀浸

9再就職先の業務内容

10再就職先における地位

I

11求 職 の 承 認 の 有 圃無口有無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

旗口有 ，

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■記緩鋤がなかった場合）
（ふ り が な）

援助の内容
援助者の氏名又は名称

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

】

－

(記載上の注意） ‘
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

/



〆

●
の届出

(別紙様式第4）

在職中に再就職の
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

?､雑終幕‘霞 I■■年
一語一一一

二
■
卓
■
■
■
■
■
■
■
■
■
・

’
一
■
■
■
■
一
国
一
一
二
卓
二
・

住 所

氏 、 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

■

I
1 （ふ り がな）

氏 名

園 | 日日峠侍2生 年 月 日

宗穿塘序布一誉z惨
､

職3官

無セ乙年 z月弓/旧
『

． （口約束前の求職開始日がなかった場合）

4約束前の求職開始日

1年 3月 z/日‘令批5再就職の約束をした日

6約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

’所属・官職 在職期間 職務内容

糊z1年ユ月星/日

令蜘z年ご月3/日

』

自
至

h

識頁鋤椎苓薙苓1
自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

面

且

日

面

且

日

/舗腫上年 9 月ご／日7離 職 予定 日

冷紳ユ年一#ぐ月 ／日一L q

8再就職予定 日

’

割 久獄酢鍬鱗ス久獄酢鍬鱗ス再就職先の名
9再就職先の名称及び連絡先

詞’ 再就職先の連絡



、

｜’

10再就職先の業務内容 ｽ2ﾂ擬遥湊捗錘ﾙ兼兼
1

11再就職先における地位 獄吏疎崎採1判

12求 職 の 承 認 の 有
I

I 凹無無 口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
0 ．

6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職
f7、

由無口有

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の耀叶

記援助がなかった場合）

h

O

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。



●●
在職中に再就職の約束をした場合の届出

(別紙様式第4）

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

最高裁判所事務総長殿

住
氏氏 名山本佳子‘

電話番号｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り がな）

氏 名

やま もと

山本 窪
こ

子

凸

3 個■2生 年 月 日 日

首席家庭裁判所調査官

令和2年6月15日

（口約束前の求職開始日がなかった場合）

令和2年9月2日．

3官 職

4約束前の求職開始日

5再就職の約束をした日

約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

一一一‐~ ~‐ 一~一一一 ．－‐…－T所属・官職 存職期間所属・官職 在職期間

6

札幌家庭裁判所

首席家庭裁判所調査官
日
日

５
１

１
３
月
月
６
３
年
年
２
３
和
和

〈
祠
・
〈
祠

自
至

自令和

至令和

年
年
月
月

日
日

自令和

至令和

年
年
月
月

日
日

日
日
矛
矛

今
祠
今
祠

自
至

日
日
矛
矛

今
祠
今
祠

自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

7離 職 予 定 日 令和3年3月31日

一言一

令和3年4月1日

再就職先の名称：学校法人大妻学院

8再就職予定 日

｡

9再就職先の名称及び連絡先 ■■■■■■■■■■■

再就職先の連絡先

■ロ ーI



ﾉ

10再就職先の業務内容 教育・研究

大妻女子大学非常勤講師．11再就職先における地位

12求 職 の 承 認 の 有 無 口有 田無

卜

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
0

6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職
E'7，

口有 阿無

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

「し記援助がなかった場合）
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

ー ー一一

(記載上の注意） ‘
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。



(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

令和3年3月17 日

最高裁判所事務総局人事局長殿

’住 所

氏 名

電話番号

’

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1d6条の23第1項の規定により，
次のとおり届け出ます。

(ふり がな）1

名氏

| 年■月■■日
’
1

2生 年 月 日

職 裁判所事務官3官
ﾛ

令和3 年 2 月 26 日

（口約束前の求職開始日がなかった場合）

4約束前の求職開始日

1 6

5再就職の約束をした日 令和3 年 3 月 11 日

6約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間所属・官職
1

和

需
令自 囹圃
園圓

‐
日
一
旦

１
１
］ Lf 鰯 餓1

自平成

至平成

年
年

月
月

日
■

昌

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

－3，3，19日
日

/／ユデI

令和 ’3 年 3 月 317離 職 予 定 日
｜
”
■
一

8再就職予定 日 令和 3 年 4 月 1 日
I

ロ■
１

再就職先の名称

9再就職先の名称及び連絡先

’再就職先の連絡先 愚



● }10再就職先の業務内容

’
げ

11再就職先における地位

12求 職 の 承 認 の 有 無 口有 田無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 田無

！

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定す
る組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

(図上記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

、 1 1

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求職
開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職務内
容を記載すること。

巳


